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【会社名】 ソフトバンクグループ株式会社
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【代表者の役職氏名】 代表取締役　会長 兼 社長執行役員　　孫　正義

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目７番１号

【電話番号】 03-6889-2000

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員　CFO 兼 CISO　　後藤　芳光

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目７番１号

【電話番号】 03-6889-2000

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員　CFO 兼 CISO　　後藤　芳光

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】
 
260,000百万円  
　

【発行登録書の内容】

提出日 2025年10月20日

効力発生日 2025年10月28日

有効期限 2027年10月27日

発行登録番号 ７－関東１

発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額　1,500,000百万円

【これまでの募集実績】

（発行予定額を記載した場合）

番号 提出年月日 募集金額（百万円） 減額による訂正年月日 減額金額（百万円）

７－関東１－１ 2025年11月26日 500,000百万円 ― ―

７－関東１－２ 2026年４月10日 418,000百万円 ― ―

実績合計額（百万円）
918,000百万円

（918,000百万円）
減額総額（百万円） なし

　（注）　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（　）書きは発行価額の総額の合計額）に基づい

て算出しております。

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 　582,000百万円

（582,000百万円）

（注）　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段

（　）書きは発行価額の総額の合計額）に基づいて算出

しております。

（発行残高の上限を記載した場合）

該当事項なし

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） ―円
 

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行社債（短期社債を除く。）】

銘柄 ソフトバンクグループ株式会社第９回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特

約付）

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債の

総額（円）

金260,000,000,000円

各社債の金額（円） 金100万円

発行価額の総額（円） 金260,000,000,000円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円

利率（％） １　2026年６月19日の翌日から2031年６月19日までの利払日（別記「利息支払の方法」欄第

１項第(1)号イに定義する。以下同じ。）においては、年5.12％とする。

 ２　2031年６月19日の翌日から2046年６月19日までの利払日においては、各利率改定日（下

記に定義する。）に改定され、各改定後利率適用期間（下記に定義する。）について、

当該改定後利率適用期間に係る利率基準日（下記に定義する。）における１年国債金利

（別記「利息支払の方法」欄第１項第(2)号イに定義する。以下同じ。）に3.410％を加

算したものとする。

 ３　2046年６月19日の翌日から2051年６月19日までの利払日においては、各利率改定日に改

定され、各改定後利率適用期間について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日に

おける１年国債金利に3.460％を加算したものとする。

 ４　2051年６月19日の翌日以降の利払日においては、各利率改定日に改定され、各改定後利

率適用期間について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における１年国債金利

に4.160％を加算したものとする。

 「利率改定日」とは、2031年６月19日及びその１年後ごとの応当日をいう。

 「改定後利率適用期間」とは、各利率改定日の翌日から次の利率改定日又は本社債が償還さ

れる日のいずれか早い日までの期間をいう。

 「利率基準日」とは、各改定後利率適用期間につき、当該改定後利率適用期間の開始日直前

の利率改定日の２銀行営業日前の日をいう。

利払日 毎年６月19日及び12月19日

利息支払の方法 １　利息支払の方法及び期限

 (1）利息支払の方法

 イ　本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日（別記「償還の方法」欄第２項第

(1)号に定義する。ただし、期限前償還される場合は期限前償還日（別記「償還の

方法」欄第２項第(2)号ハに定義する。））までこれをつけ、利払日に、当該利払

日の直前の利払日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日）の翌日

から当該利払日までの各期間について支払う。

 「利払日」とは、初回を2026年12月19日とし、その後毎年６月19日及び12月19日を

いう。

 ロ　本社債の利息は、以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日

が銀行休業日にあたるときは、利払日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行

営業日に繰り上げる。

 各本社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）が各口座管理機関（別記「振

替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則（以下「業務規程等」とい

う。）に定める口座管理機関をいう。以下同じ。）の各口座に保有する各本社債の

金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端

数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本号ロにおいて「一通貨あたりの利子額」

とは、業務規程等に従い、１円に別記「利率」欄に定める利率を乗じ、それを２で

除して得られる金額（ただし、半か年に満たない期間につき計算するときは、かか

る金額をその半か年間の日割で計算した金額）をいう。ただし、小数点以下第13位

未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
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 ハ　本社債の償還日（別記「償還の方法」欄第２項第(3)号に定義する。以下同じ。）

後は、当該償還（本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶された場合又は本

社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。）に係る各本社債

の利息は発生しないものとする。

 ニ　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「（注）３　劣後特約」に定め

る劣後特約に従う。

 (2）各改定後利率適用期間の適用利率の決定

 イ　別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に

使用する「１年国債金利」とは、利率基準日のレートとして利率決定日（下記に定

義する。）の東京時間午前９時30分以降に国債金利情報ページ（財務省ウェブサイ

ト 内 「 国 債 金 利 情 報 」 の ペ ー ジ に お け る 「 金 利 情 報 」

（https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv）（その承継

ファイル及び承継ページを含む。）又は当該「国債金利情報」ページ（その承継

ファイル及び承継ページを含む。）からリンクされる日本国債の金利情報を記載し

たページ若しくはダウンロードできるファイルをいう。以下同じ。）に表示される

１年国債金利をいう。

 「利率決定日」とは、各利率基準日の翌銀行営業日をいう。

 ロ　ある改定後利率適用期間に係る利率決定日の東京時間午前10時に、利率基準日の

レートとしての１年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、又は国債

金利情報ページが利用不可能な場合、当社は利率決定日に参照国債ディーラー（当

社が社債管理者と協議のうえで国債市場特別参加者（財務省が指定する国債市場特

別参加者をいう。）又は市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機

関から選定する最大５者の者をいう。以下同じ。）に対し、利率基準日の東京時間

午後３時現在のレートとして提示可能であった参照１年国債（下記に定義する。）

の売買気配の仲値の半年複利利回り（以下「提示レート」という。）の提示を求め

るものとする。

 「参照１年国債」とは、ある改定後利率適用期間につき、参照国債ディーラーから

当社が社債管理者と協議のうえで選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当

該改定後利率適用期間の最終日又はその前後に満期が到来し、選定時において市場

の慣行として１年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に

想定されるものをいう。

 ハ　本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが４者以上である場

合、当該改定後利率適用期間に適用される１年国債金利は、当該参照国債ディー

ラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ１つずつ除いた残りの提示レー

トの平均値（算術平均値を算出した上、小数点以下第４位を四捨五入する。）とす

る。

 ニ　本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが２者又は３者であ

る場合、当該改定後利率適用期間に適用される１年国債金利は、当該参照国債

ディーラーの提示レートの平均値（算術平均値を算出した上、小数点以下第４位を

四捨五入する。）とする。

 ホ　本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが２者に満たない場

合、当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの

最新の１年国債金利（ただし、当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金

利情報ページが利用不可能な場合は、当該利率決定日の直前に国債金利情報ページ

に表示されていた１年国債金利）を当該改定後利率適用期間に適用される１年国債

金利とする。

 へ　当社は、社債管理者に本号イ乃至ホに定める利率確認事務を委託し、社債管理者は

利率決定日に当該利率を確認する。

 ト　当社及び社債管理者はその本店において、各改定後利率適用期間の開始日から５日

以内（改定後利率適用期間の開始日を含み、銀行休業日はこれに算入しない。）

に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供す

る。
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 (3）任意停止

 イ　利払の任意停止

 当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12営業日前までに、

本社債権者及び社債管理者に対し任意停止金額（下記に定義する。）の通知を行う

ことにより、当該通知に係る利払日における本社債の利息の支払の全部又は一部を

繰り延べることができる（当該繰り延べを「任意停止」といい、任意停止により繰

り延べられた利息の未払金額を「任意停止金額」といい、任意停止がなければ当該

利息が支払われるはずであった利払日を「任意停止利払日」という。以下同

じ。）。なお、当該任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金額の

全額が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」欄に

定める利率による利息（以下「追加利息」という。）が付される（なお、当該任意

停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。）。

 ロ　任意支払

 当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高（本号ハ(ⅰ)に定義

する。）の一部又は全部を支払うことができる。当該支払は、弁済される利払日時

点の本社債権者に支払われる。

 ハ　強制支払

 （ⅰ）劣後株式への支払による強制支払

 本号イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の

属する月の第２営業日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日

の翌日）から当該利払日の属する月の第２営業日の前日までの期間において、

以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日（以下「強制利払

日」という。）又は強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在の任意

未払の残高（各本社債に関して、その時点において残存するすべての任意停止

金額及びこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」という。）の全

額を弁済するべく、営利事業として実行可能（下記に定義する。）な限りの合

理的な努力を行うこととする。

 ①　当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利

に関して同順位証券（下記に定義する。）に劣後する当社が今後発行する

当社普通株式以外の株式（以下併せて「劣後株式」という。）に関する剰

余金の配当（会社法第454条第５項に定める中間配当及び全額に満たない

配当をする場合を含む。）を行う決議をした場合又は支払を行った場合

 ②　当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合（ただし、以下の事由のいず

れかによる場合を除く。）

 (a）会社法第155条第８号乃至第13号に基づく事由

 (b）会社法第469条第１項、第785条第１項、第797条第１項又は第806条第１

項に基づく反対株主からの買取請求

 (c）会社法第116条第１項に基づく反対株主からの買取請求

 (d）会社法第135条第３項に対応するための会社法第163条に基づく子会社か

らの取得

 (e）その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由

 「営利事業として実行可能」とは、当社の証券（社債を含む。）の発行若しく

は募集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証券

又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考慮しない。

 「同順位証券」とは、優先株式（下記に定義する。）及び同順位劣後債務（下

記に定義する。）をいう。

 「優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余

財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するものをいう。
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 「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件（別記「（注）

３　劣後特約」に定義する。）と実質的に類似する当社の清算手続、破産手

続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続にお

ける支払に関する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済

条件が、本社債と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決

定されるものをいう。

 （ⅱ）同順位証券への支払による強制支払

 本号イの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の

利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当又は利息が支払われ

たときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日又はその次の利払日

に、当該任意停止利払日に係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済

するべく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。

 ニ　任意未払残高の支払

 （ⅰ）当社は、利払日又は償還日において任意未払残高の一部又は全部を支払う場

合、弁済する当該利払日又は償還日の12営業日前までに、本社債権者及び社債管

理者に対し、支払う任意未払残高の金額（以下「支払金額」という。）及び該当

任意停止利払日の通知を行う。その場合、支払われる金額は業務規程等に従い下

記の方法により一通貨あたりの利子額を算出し、各本社債権者が各口座管理機関

の各口座に保有する各本社債の金額の総額を乗じて算出される。

 ①　支払金額の一通貨あたりの利子額

 支払金額を残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以下第

13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。

 ②　支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利子額

 支払金額に該当任意停止利払日における別記「利率」欄に定める利率及び任意

停止利払日の翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日又は償還日までの本

項第(1)号ロに準じて算出される金額を、残存する本社債の元金で除したもの

をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨

てる。

 （ⅱ）当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利

払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。そ

の場合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内訳を

社債管理者に通知する。

 ２　利息の支払場所

 別記「（注）16　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2061年６月19日

償還の方法 １　償還金額

 各社債の金額100円につき金100円（ただし、期限前償還の場合は、第２項第(2)号に定

める金額による。）

 ２　償還の方法及び期限

 (1）満期償還

 本社債の元金は、2061年６月19日（以下「満期償還日」という。）に、任意未払残高

の支払とともにその総額を償還する。

 (2）期限前償還

 前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を償還

することができる。

 イ　当社の選択による期限前償還

 当社は、2031年６月19日（以下「初回任意償還日」という。）及び初回任意償還

日以降の各利払日（以下初回任意償還日と併せて「任意償還日」という。）にお

いて、任意償還日に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に本社債権者及び

社債管理者に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選

択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金額

100円につき金100円の割合で、任意未払残高の支払とともに期限前償還すること

ができる。
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 ロ　税制事由による期限前償還

 払込期日以降に税制事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している場合、

当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「税制事由償還日」と

いう。）に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に本社債権者及び社債管理

者に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選択によ

り、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、(ⅰ)税制事由償還日が

初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の割

合で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各社債の金

額100円につき金100円の割合で、税制事由償還日までの経過利息及び任意未払残

高の支払とともに、当該税制事由償還日に期限前償還することができる。

 「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課され

る法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第３項に定める損金に算

入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社

の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。

 ハ　資本性変更事由による期限前償還

 払込期日以降に資本性変更事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している

場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「資本性変更事

由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて「期限前償還日」とい

う。）に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に本社債権者及び社債管理者

に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選択により、

その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、(ⅰ)資本性変更事由償還日

が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の

割合で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各

社債の金額100円につき金100円の割合で、資本性変更事由償還日までの経過利息

及び任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に期限前償還する

ことができる。

 「資本性変更事由」とは、信用格付業者（株式会社日本格付研究所及びＳ＆Ｐグ

ローバル・レーティング・ジャパン株式会社又はそれらの格付業務を承継した者

をいう。以下同じ。）のうち１社以上より、各信用格付業者における本社債発行

後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、当該信用格付業者が認める

本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うこ

とを決定した旨の公表がなされ、又は、書面による通知が当社に対してなされた

ことをいう。

 (3）本社債の満期償還日又は期限前償還日（以下併せて「償還日」という。）が銀行休業

日にあたるときは、償還日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行営業日に繰り

上げる。

 (4）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「振替機関」欄に記載の振

替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

 (5）本社債の償還については、本項のほか、別記「（注）３　劣後特約」に定める劣後特

約に従う。

 ３　償還元金の支払場所

 別記「（注）16　元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には

利息をつけない。

申込期間 2026年６月８日から2026年６月18日まで

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 2026年６月19日

振替機関 株式会社証券保管振替機構

 東京都中央区日本橋兜町７番１号

担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は

ない。
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財務上の特約（担保提供

制限）

本社債には財務上の特約は付されていない。

財務上の特約（その他の

条項）

本社債には財務上の特約は付されていない。

　（注）１　信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下「JCR」という。）からBBB+の信用格付を2026年６

月５日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもの

である。

なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履行」

にあたらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確

実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予

想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履

行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す

る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情

報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可

能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ

（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される

「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何ら

かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR：電話番号03-3544-7013

２　社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の

適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第２項に定める場合を除き、社債券を発行しない。

３　劣後特約

当社は、劣後事由（下記に定義する。）の発生後すみやかに、本社債権者及び社債管理者に対して、劣後事

由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続

又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)

を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権（下記に定義する。）を有するものとし、当社はかかる金額

を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。

（ⅰ）劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額

（ⅱ）同日における当該本社債に関する任意未払残高及び同日までの当該本社債に関する経過利息

劣後請求権は、劣後支払条件（下記に定義する。）が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお

いて優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額（下記に定義する。）の範囲

でのみ、支払（配当を含む。）の対象となるものとする。

「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。

（ⅰ）当社に対して、清算手続（会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。）が開始された場

合

（ⅱ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場

合

（ⅲ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし

た場合

（ⅳ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし

た場合

（ⅴ）当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこ

れらに準ずる手続が開始された場合

「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれら

に準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこ

れらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。

「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。

（ⅰ）当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を

有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務（下記に定義する。）が、会社法の規定

に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
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（ⅱ）当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべて

の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足（供託

による場合を含む。）を受けた場合

（ⅲ）当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべ

ての上位債務（当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従

い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

（ⅳ）当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべ

ての上位債務（当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従

い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

（ⅴ）当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこ

れらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額

の満足を受けた場合

「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、すべ

ての同順位劣後債務が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余財産から各本社債権者に対して支払

がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。

「上位債務」とは、同順位劣後債務に関する当社の債務を除く、劣後債務（2021年９月16日発行の第４回無

担保社債（劣後特約付）、2021年９月30日発行の第３回無担保社債（劣後特約付）及び2022年２月４日発行

の第５回無担保社債（劣後特約付）に関する当社の債務を含む。）を含むあらゆる当社の債務をいう。

４　上位債権者に対する不利益変更の禁止

本社債の社債要項（以下「本社債要項」という。）の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対し

て不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいか

なる者に対しても効力を生じない。この場合に、「上位債権者」とは、当社に対し、上位債務に係る債権を

有するすべての者をいう。

５　相殺禁止

当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ

れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合（ただし、再生手続開始の決定

がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した

とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消

の決定が確定したときを除く。）、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続

又はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社

債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。

６　期限の利益喪失に関する特約

本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債

要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではない。

７　社債管理者に対する定期報告

(1）当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算及び剰余金の配当（会社法

第454条第５項に定める中間配当を含む。）については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社

が、会社法第441条第１項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

(2）当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終了後

３か月以内に、半期報告書の写しを当該半期経過後45日以内に、社債管理者に提出する。金融商品取引法

第24条の４の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書についても上

記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書又は訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、

当社は遅滞なくこれを社債管理者に提出する。

(3）当社は、本（注）７(2)に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の３に基づく電

子開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、本（注）７

(1)及び(2)に規定する書面の提出を省略することができる。

８　社債管理者に対する通知

(1）当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき又は変更が生じたときは、遅滞なく社債

原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

(2）当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

①　その事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。

②　事業の全部又は重要な事業の一部を休止又は廃止しようとするとき。

③　資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（いずれも会社法に

おいて定義され、又は定められるものをいう。）をしようとするとき。

９　社債管理者の請求による報告及び調査権限
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(1）社債管理者は、社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、又は義務を履行するために必

要であると認めたときは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に

関する報告書の提出を請求し、又は自らこれらにつき調査することができる。

(2）本（注）９(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社

は、これに協力する。

10　債権者の異議手続における社債管理者の権限

会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる

債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

11　社債管理者の裁判上の権利行使

社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再

生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為（社債管理委託契約第２条に掲げる行為を除

く。）をしない。

12　社債管理者の辞任

(1）社債管理者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて

辞任することができる。

①　社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある場合。

②　社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場

合。

(2）本（注）12(1)の場合には、当社並びに社債管理者及び社債管理者の事務を承継する者は、遅滞なくかか

る変更によって必要となる行為をしなければならない。

13　社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令又は社債管理委託契約に別段の定めがあるときを除

き、当社の定款所定の電子公告（ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない

事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各１種以上の新

聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。）又は社債管理者が認めるその他の方法

によりこれを行うものとする。

また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と

認める場合には、社債管理者の定款所定の電子公告（ただし、電子公告の方法によることができない事故そ

の他のやむを得ない事由が生じた場合は、社債管理者の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において

発行される各１種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。）によりこれ

を行う。

14　社債権者集会に関する事項

(1）本社債及び本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下「本種類の社債」と総称

する。）の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間

前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）13に定める方法により

公告する。

(2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな

い。）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第３項に定める書

面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又

は社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

15　発行代理人及び支払代理人

株式会社あおぞら銀行

16　元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
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２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（１）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
（百万円）

引受けの条件

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 85,000 １　引受人は、本社債の全

額につき共同して買取

引受を行う。

２　本社債の引受手数料は

各社債の金額100円に

つき金１円75銭とす

る。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 75,000

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 33,000

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 26,000

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 22,000

東海東京証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番

１号
14,000

水戸証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 3,000

岩井コスモ証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12

号
2,000

計 ― 260,000 ―

 

（２）【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社あおぞら銀行 東京都千代田区麹町六丁目１番地１

１　社債管理者は、本社債の管理を受託す

る。

２　本社債の管理手数料については、社債

管理者に、期中において年間各社債の

金額100円につき金２銭を支払うこと

としている。

 

３【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）

260,000 4,623 255,377

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額255,377百万円については、全額を2027年７月19日に初回任意償還日が到来する米ドル

建ノンコール10年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）の借換え資金の一部に充当する予定です。

 

第２【売出要項】
　該当事項なし

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項なし
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第４【その他の記載事項】
　本社債に係る発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社の社章 を記載いたします。

 

・表紙の次に以下の内容を記載いたします。

 

［第９回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）投資に際してのご留意事項］

　第９回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下「本社債」といいます。）に対する投

資の判断にあたっては、以下に示すような様々なリスク及び留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、以

下に記載されるリスク及び留意事項は本社債に関するすべてのリスク及び留意事項を完全に網羅するものではあり

ません。

　当社グループの「事業等のリスク」については、本書「第三部　参照情報　第２　参照書類の補完情報」に記載

された「事業等のリスク」をご参照ください。

 

(1）利払の停止に関するリスク

　当社は、その裁量により、本社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることができます。本社債につき繰

り延べられた利息に係る未払金額は、当社がその裁量により、その全部又は一部を支払うことができます。ま

た、本社債の利息の支払の全部が繰り延べられた場合であっても、劣後株式（下記に定義する。）又は同順位証

券（下記に定義する。）について配当又は利息の支払が必ずしも停止されるわけではなく、かかる配当又は利息

の支払が行われた場合には、原則として、当社は、かかる支払の後に到来する本社債の利払日において、本社債

につき繰り延べられた利息に係る未払金額を弁済するべく、営利事業として実行可能（下記に定義する。）な限

りの合理的な努力を行います。

　したがって、本社債は、利払が停止されている期間、その期待されたキャッシュ・フローを生じず、本社債権

者（本社債の社債権者をいう。以下同じ。）は本社債に関して予定した利息収入の全部又は一部を得られない可

能性があります。また、劣後株式又は同順位証券について配当又は利息の支払が行われた場合であっても、本社

債につき繰り延べられた利息に係る未払金額の全部の支払を受けることができない可能性があります。

　「劣後株式」とは、当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券に

劣後する当社が今後発行する当社普通株式以外の株式をいいます。

　「同順位証券」とは、優先株式（下記に定義する。）及び同順位劣後債務（下記に定義する。）をいいます。

　「優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関し

て当社普通株式に優先するものをいいます。

　「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、下記(4)に定める劣後支払条件と実質的に類似する当社の清

算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関する

条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済条件が、本社債と実質的に同等のもの又は当社の財

務状態及び業績に応じて決定されるものをいいます。

　「営利事業として実行可能」とは、当社の証券（社債を含む。）の発行若しくは募集又は借入れに重大な障害

を生じさせない場合をいいます。ただし、当該証券又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考

慮しません。
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(2）償還に関するリスク

①　当社の選択による期限前償還について

　本社債は35年債であり、満期償還日は2061年６月19日です。しかしながら、当社は、2031年６月19日以降の

各利払日に、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金額100円に

つき金100円の割合で、本社債につき繰り延べられた利息に係る未払金額の全部の支払とともに期限前償還

（以下「任意償還」という。）することができます。また、本社債の払込期日以降に以下に示す事由（税制事

由又は資本性変更事由）が発生し、かつ継続している場合、当社は、残存する本社債の全部（一部は不可）

を、期限前償還しようとする日が2031年６月19日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円

の割合で、期限前償還しようとする日が2031年６月19日以降の日である場合には、各社債の金額100円につき

金100円の割合で、期限前償還しようとする日までの経過利息を付して、本社債につき繰り延べられた利息に

係る未払金額の全部の支払とともに期限前償還することができます。

　かかる期限前償還（任意償還を含む。以下、本①において同じ。）がなされた場合、本社債権者は期限前償

還がなされた日以降の金利収入を得られなくなり、また、かかる期限前償還された金額をその時点での一般実

勢レートで再投資したときに、投資家はかかる期限前償還がなされない場合に得られる本社債の利金と同等の

利回りが得られない可能性があります。

　さらに、大幅な金利上昇や当社の著しい信用力の低下等により、仮に当社が任意償還を行わない場合には、

本社債の価格が下落するおそれがあります。

（税制事由）

　日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課される法人税の計算において本社債の利息が法人税

法第22条第３項に定める損金に算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、

当社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいいます。

（資本性変更事由）

　信用格付業者（株式会社日本格付研究所及びＳ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社又はそれ

らの格付業務を承継した者をいう。以下同じ。）のうち１社以上より、各信用格付業者における本社債発行後

の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、当該信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定

されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ、又は、書面による通知が当

社に対してなされたことをいいます。

②　社債権者の選択による期限前償還について

　本社債権者は、当社に対して本社債の期限前償還を求める権利を有していません。

 

(3）信用リスク

　本社債は無担保の債務であり、当社が倒産等の事態に陥った場合、本社債に関する支払の一部又は全部が行わ

れない可能性があります。

 

(4）本社債の劣後性に関するリスク

　本社債には劣後特約が付されており、当社に関し、清算手続が開始された場合、若しくは破産法の規定に基づ

く破産手続開始、会社更生法の規定に基づく更生手続開始若しくは民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決

定があった場合、又は日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続若しくはこれら

に準ずる手続が開始された場合（以下「劣後事由」という。）、劣後請求権（当社の清算手続、破産手続、更生

手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債

権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。以下

同じ。）は、すべての上位債務（下記に定義する。以下同じ。）が全額の満足を受けた場合に限り発生し（かか

る条件を「劣後支払条件」という。）、かつ、劣後事由の発生日において優先株式が存在する場合には、各本社

債の同順位劣後債務残余財産分配額（下記に定義する。）の範囲でのみ、支払（配当を含む。）の対象となりま

す。また、すべての上位債務がその債権額につき全額の満足を受けない限りは、本社債権者は、当社に対して負

う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺することが認められません。

　したがって、劣後事由の発生時以降は、本社債権者は、その元利金の全部又は一部の支払を受けられない可能

性があります。

　「上位債務」とは、同順位劣後債務に関する当社の債務を除く、劣後債務（2021年９月16日発行の第４回無担

保社債（劣後特約付）、2021年９月30日発行の第３回無担保社債（劣後特約付）及び2022年２月４日発行の第５

回無担保社債（劣後特約付）に関する当社の債務を含む。）を含むあらゆる当社の債務をいいます。

　「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、すべて

の同順位劣後債務が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなさ

れたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいいます。

　なお、本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債権者は、会社法第739条に

基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債の社債要項の規定に基づき期限が到来

する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来することはありません。
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　さらに、当社は、本社債の社債要項上、本社債の発行後に新たに上位債務を負担することが制限されておりま

せん。

 

(5）信用格付に関するリスク

　本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性（信用リスク）についての現時点における信用格付業者の

意見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対す

る保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リス

ク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格

付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下

げられることがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報（発行体から提供された情

報を含む。）を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社債に付

与される信用格付について、当社の経営状況又は財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者

による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、本社債の価格及び市場での流動性に悪影響を及

ぼす可能性があります。

 

(6）価格変動リスク

　本社債の価格は、市場金利等の変動、当社の経営状況又は財務状況の変化及び本社債に付与された格付の状況

等により変動し、その結果、売却する場合において投資元本を割り込む可能性があります。

 

(7）本社債の流通に関するリスク

　本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありま

せん。したがって、本社債権者は、本社債を売却できないか、又は希望する条件で売却できない可能性がありま

す。

　なお、本社債の買入消却は、当社の任意によるものであり、本社債権者は、当社に対して買入消却を求める権

利を有していません。

 

(8）税制の変更に関するリスク

　本社債の元利金に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更され、本社債の取得時点の予

定を上回る源泉課税に服することとなった場合、本社債権者の予定していた元利金収入の額が減少する可能性が

ありますが、この場合であっても当社は本社債について何ら追加的支払の義務を負いません。

 

(9）計算上の利率がマイナスとなった場合の影響について

　本社債の利率は、2031年６月19日の翌日以降、１年ごとの利率改定日に、国債金利情報ページに表示される１

年国債金利に連動して改定されますが、今後の日本銀行の金融政策等の影響により、本社債の利率が計算上マイ

ナスになる可能性があります。そのような場合であっても、当社は、本社債に関して、計算上マイナスとなった

利率相当額の支払を本社債権者に対して求めることを想定しておりません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第１【公開買付け又は株式交付の概要】
　該当事項なし

 

第２【統合財務情報】
　該当事項なし

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交付

子会社との重要な契約）】
　該当事項なし

 

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第45期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）　2025年６月26日関東財務局長に提出

 

２【半期報告書】

　事業年度　第46期中（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）　2025年11月12日関東財務局長に提出

 

３【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年６月27日に関

東財務局長に提出

 

４【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年７月１日に関

東財務局長に提出

 

５【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年７月４日に関東財

務局長に提出

 

６【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2025年９月11日に関東財

務局長に提出

 

７【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年９月26日に関東財

務局長に提出
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８【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年10月８日に関

東財務局長に提出

 

９【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2026年３月19日に関東財

務局長に提出

 

10【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第20号の規定に基づく臨時報告書を2026年４月２日に関東財

務局長に提出

 

11【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第21号の規定に基づく臨時報告書を2026年５月13日に関東財

務局長に提出

 

12【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を2026年５月14日に関東財

務局長に提出

 

13【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までに金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2026年６月４日に関東財

務局長に提出

 

14【訂正報告書】

　訂正報告書（上記３の臨時報告書の訂正報告書）を2025年７月30日に関東財務局長に提出
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第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「第一部　企業情報　第２　事業の状況　１　経営方針、経営環境

及び対処すべき課題等」並びに上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「第一部　企業情報　第２　事業の状

況　３　事業等のリスク」及び上記に掲げた参照書類としての半期報告書（以下、有価証券報告書と半期報告書を総称

して「有価証券報告書等」という。）の「第一部　企業情報　第２　事業の状況　１　事業等のリスク」について、当

該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）までの間において生じた変更その他の

事由を反映し、その全体を一括して以下に記載いたします。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、以下の記載に含まれる事項を除き、本発

行登録追補書類提出日（2026年６月５日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も

ありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

　本発行登録追補書類において、文脈上別異に解される場合または別段の記載がある場合を除き、以下の社名または略

称は以下の意味を有します。

社名または略称 意味

ソフトバンクグループ㈱ ソフトバンクグループ㈱（単体）

当社 ソフトバンクグループ㈱および子会社

※以下の略称の意味は、それぞれの会社の傘下に子会社がある場合、それらを含みます。

SB Northstarまたは資産運用子会社 SB Northstar LP

SVF１ SoftBank Vision Fund L.P.および代替の投資ビークル

SVF２ SoftBank Vision Fund II-2 L.P.

LatAm SBLA Latin America Fund LLC

OpenAI 2025年10月28日に完了したOpenAI Global, LLCの資本再編に

伴い設立されたOpenAI Group PBCを指します。なお、それ以

前の事象に関する記述においては、文脈に応じて、OpenAI,

Inc.およびその関連会社を総称して用いています。

Arm Arm Holdings plc

Ampere Ampere Computing Holdings LLC

 

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

　当社の本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）現在における「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」は

以下の通りです。また、将来に関する事項については別段の記載のない限り、本発行登録追補書類提出日（2026年６月

５日）現在において判断したものです。

（１）会社の経営の基本方針

当社は、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービス

を提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図っています。

 

（２）重視する経営指標

当社は、戦略的投資持株会社であるソフトバンクグループ㈱が、子会社・関連会社および投資先を投資ポートフォ

リオとして統括するマネジメント体制の下、保有株式価値の増大を通じてNAV（Net Asset Value：保有株式価値－調

整後純有利子負債で算出※１）を中長期的に最大化することを目指しています。また、これを支えるための財務方針

として、財務の安定性を確保するという観点から、ソフトバンクグループ㈱のLTV（Loan to Value：調整後純有利子

負債÷保有株式価値で算出※１。保有資産に対する負債の割合）を金融市場の平時は25％未満、異常時でも35％を上

限として管理するとともに、今後２年分の社債償還資金以上の手元流動性を確保しています。

 

（３）中長期的な会社の経営戦略

当社は、情報技術の発展によって社会やライフスタイルが変革する「情報革命」を主要な成長機会として確実に捉

え、長きにわたり人々の幸せに貢献していきたいと考えています。そのためには、社会ニーズの変化をいち早く捉

え、今後の牽引役となるテクノロジーやビジネスモデルに合わせてグループの構成を最適化しながら自己変革を繰り

返していくことが不可欠です。

パソコン、インターネット、ブロードバンド、スマートフォンと変遷してきた「情報革命」の中心は、現在、AI

（人工知能）へと移行しています。とりわけ近年の生成AIの進化は、自然言語処理や創造的コンテンツの生成にとど

まらず、その活用領域をソフトウエア開発、業務自動化、ロボティクスなどへと広げ、各産業に大きな変革をもたら

しています。今後、AIはさらに高度な推論能力や自律性、汎用性を備えた方向へ進化し、その先には人類の叡智を大

きく超えるASI（Artificial Super Intelligence：人工超知能）の実現に至ると確信しています。

このような時代の転換期において、当社は人類の進化のためにASIを実現することを使命に掲げて新たな自己変革

のさなかにあります。具体的には、AIモデル、AIチップ、AIインフラ（AIデータセンターやそれに必要な電力）、
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フィジカルAIの各領域において積極的に投資・事業活動を行っています。こうした取り組みによって成長機会を確実

に捉えるとともに、「群戦略」という独自の組織戦略の下、各グループ会社・投資先が刺激を与え合いながらそれぞ

れの事業の拡大やビジネスモデルの進化を実現することで、当社の保有株式価値の増大、ひいてはNAVの中長期的な

最大化を目指しています。

 

「群戦略」とは

「群戦略」は、特定の分野において優れたテクノロジーやビジネスモデルを持つ多様な企業群が、それぞれ自律的

に意思決定を行いつつも、資本関係と同志的結合を通じてシナジーを創出しながら共に進化・成長を続けていくこと

を志向するものです。ソフトバンクグループ㈱は、戦略的投資持株会社として、群を構成する各企業の意思決定に影

響を与えつつも、自律性を重んじ、出資比率は過半にこだわらず、ブランドの統一を志向しません。こうした多種多

様な企業でグループを構成することにより、柔軟に業容を変化・拡大させ、長期にわたり成長を続けることを目指し

ています。

 

（４）経営環境および優先的に対処すべき課題

OpenAIによる2022年11月の対話型生成AIサービス「ChatGPT」公開を契機に世界的に加速したAIの普及と進化は、

2026年３月期においても一段と進展しました。AIは、ソフトウエア開発、顧客対応、データ分析、業務自動化など、

さまざまなデジタル領域で活用が広がるとともに、ロボットや自動運転をはじめとする現実世界（フィジカル空間）

の自動化・自律化へと用途を急速に広げています。

こうした中、AIモデルの性能向上の競争はさらなる激化を見せています。生成AIの開発と普及で先行するOpenAI、

高い推論能力や安全性を強みとするAnthropic PBC、そして強固な計算基盤とエコシステムを持つGoogle LLCなどが

しのぎを削っています。そして、AI分野における競争は、生成AIの高度化に伴う実用化（推論）需要の急増を受け、

計算処理を担うAIチップ、それらを大規模に稼働させるためのAIインフラ、さらにはAIの「体」となるフィジカルAI

に至るまで、AIの進化を支える基盤全体へと広がっています。

あわせて、AI関連投資の大型化が進む中、投資機会を的確に捉えるために、必要な投資資金を機動的に調達するこ

とも重要になっています。また、AIの普及は、AIに対する社会からの信頼を育みながら、社会・環境が持続可能な形

で進めることが不可欠であり、AIを開発・提供・活用する企業にとって「責任あるAI」への取り組みが重要課題と

なっています。

このような経営環境の下、当社は前述の中長期的な経営戦略を推し進める上で、「AIの進化を加速させるための積

極的な投資と既存投資先の価値拡大」「財務方針の堅持」「サステナビリティの推進」の３つを重要課題と位置付

け、以下の通り重点的に取り組んでいます。

 

１　AIの進化を加速させるための積極的な投資と既存投資先の価値拡大

①　AIモデル

AIモデルとは、大量のデータを学習することで文章・画像・音声などを生成したり、質問への回答や複雑な問

題の分析・推論を行ったりする、AIの中核をなすシステムです。AIモデルの性能向上が、産業全体のイノベー

ションを牽引しています。

当社が出資するOpenAIは、「AGI（Artificial General Intelligence：汎用人工知能）が全人類に利益をもた

らすようにする」という使命の下、生成AIの先駆けとなったAIモデル開発企業であり、「ChatGPT」やAPI（外部

サービスにAI機能を組み込むための接続の仕組み）を通じて、個人向けから企業向けに至るまで多角的に事業を

展開しています。継続的なモデル性能の向上に加え、マルチモーダル対応（文字・音声・画像など複数の形式へ

の対応）の進化により、文章生成、ソフトウエア開発、データ分析など幅広い領域で高い実用性を実現していま

す。そのユーザー基盤は急速に拡大しており、「ChatGPT」の週間アクティブユーザー数※２は、2025年３月の５

億人から2026年２月には９億人超へと、１年足らずで２倍近い水準に成長しました。

このように、OpenAIは卓越した技術力と大規模で急成長中のユーザー基盤を兼ね備えており、AIが未来をかた

ちづくる決定的な力になりつつある中、当社は同社が今後もAI分野における中核的な存在であり続けると確信し

ています。こうした認識の下、当社は2024年９月の初回出資を皮切りに同社への追加出資を重ねており、2026年

３月期末時点における累計投資額は346億米ドルとなりました。さらに2026年２月に新たに300億米ドルの追加出

資を決定し、同年４月にはそのうち第１トランシェとして100億米ドルの出資を実行しました。これらの出資を

通じて、同社の研究開発の加速およびエコシステム（同社のAIモデルを活用するサービスや企業が集まる生態

系）の拡大を後押しするとともに、長期的なパートナーシップを強化しています。
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②　AIチップ

AIチップとは、AIの学習や推論を高速かつ効率的に処理するための半導体の総称であり、AIの進化を支える重

要な基盤技術の一つです。近年、AIの活用は学習中心から大規模な推論へと移行し、複数のモデルやタスクを組

み合わせて自律的に動くエージェント型AIの普及に伴い、これを制御・管理するCPUの重要性が高まっていま

す。CPUは、GPUやアクセラレーターと役割を分担しながら、システム全体の制御やデータ処理、複雑なワーク

ロードの管理において不可欠な役割を担っています。

この領域で重要な位置を占めるのが、当社子会社であるArmです。Armは、半導体IPを中核とするコンピュート

プラットフォームのグローバルリーダーであり、そのCPUアーキテクチャは高い性能と優れた電力効率を兼ね備

えています。AIワークロードへの対応を強化した最新世代アーキテクチャ「Armv９」やコンピュート・サブシス

テムの提供により、顧客が高性能かつ電力効率に優れたAIチップを迅速に開発・展開できるよう支援していま

す。

2026年３月、ArmはAIデータセンター向けCPU「Arm AGI CPU」を発表しました。これは、Armのプラットフォー

ムを自社設計チップへと拡張するものであり、同社のコンピュートプラットフォームの進化における重要な一歩

です。同チップは、AI推論の大規模化やエージェント型AIの普及に伴い拡大するデータセンター向けCPU需要に

対応するものです。高い処理性能に加え、大規模環境での拡張性や電力・コスト効率を重視して設計されていま

す。Meta Platforms, Inc.は本チップの共同開発パートナーであり、自社データセンターへの広範な導入を計画

しています。

当社はArmがAI時代の計算基盤を支える中核技術の担い手になっていくと確信しています。こうした認識の

下、当社はArmを当社の中長期戦略を推し進める上での中核子会社に位置づけ、同社を通じてAI時代の計算基盤

の進化をリードしていきます。

 

③　AIインフラ

AIモデルの高度化と推論需要の拡大が進む中、AIデータセンターと電力供給の整備・確保は、AI産業全体の成

長を左右する重要な要素となっています。AIモデルやAIチップが進化しても、それらを安定的かつ大規模に稼働

させるAIインフラが確保されなければ、AIの活用拡大には限界が生じます。そのため、当社はAIインフラをAIの

進化を支える重要な領域の一つと位置付けています。

こうした中、2025年１月、当社は、OpenAIのために米国内で新たなAIインフラを構築する「Stargate

Project」をOpenAIなどと共同で発表しました。その一環として、2026年１月には当社子会社のEnergy Global,

LP（以下「Energy Global」）がOpenAIと戦略的パートナーシップを締結し、テキサス州ミラム郡における1.2GW

規模のAIデータセンター計画において、電力・通信接続設備などを備えたデータセンター用の建屋（パワード

シェル）の建設を進めています。

さらに、2026年３月、米国エネルギー省（DOE）および米国商務省（DOC）は、当社、Energy GlobalおよびAEP

Ohio（米電力大手AEP傘下の地域電力会社）とともに、オハイオ州パイクトンの「PORTS Technology Campus」に

おいて10GW規模の発電設備と10GW規模のAIデータセンターを開発する官民連携プロジェクトを発表しました。こ

のうち9.2GWの発電設備の整備計画は、日米政府間の合意に基づく総額5,500億ドル規模の「戦略的投資イニシア

ティブ」の対象の一つです。

当社は、これらのプロジェクトに多額の資金を要することを踏まえ、外部資金を活用することで自己資金負担

を抑制しつつ、AIの活用拡大を支えるインフラの構築を着実に推し進めていきます。

 

④　フィジカルAI

フィジカルAIとは、ロボットや自動運転車などの自律マシンが、現実の世界を認識、理解して、複雑な行動が

できるようになることで、当社は、同領域をAIの進化を支える重要な領域の一つであると捉えています。AIモデ

ルがデジタル空間で知的な判断や最適化を実現する一方で、フィジカルAIはそれらをフィジカル空間の動作へと

具現化し、幅広い産業分野で具体的な価値を創出します。

この分野での取り組みを加速するため、当社は、2025年３月期から2026年３月期にかけて、グループ内で複数

のエンティティに分散していたロボティクス関連投資のうち約20社を中間持株会社（ロボHD）の傘下に集約しま

した。これにより、各投資の技術、人材、事業基盤を必要に応じて横断的に連携させ、シナジー創出を最大化す

る体制を整えています。さらに、2025年10月、当社はABB Ltd（以下「ABB」）のロボティクス事業を買収する最

終契約を締結しました。同事業は、50カ国以上に展開する強固な販売チャネルと幅広い顧客基盤、そして累計50

万台を超えるロボット出荷実績を誇り、高い信頼性と性能を備えた製品・ソリューションを世界規模で提供して

います。本買収は2026年後半に完了する見込みです。

当社は、ABBのロボティクス事業を含むグループ内のロボティクス関連投資を結集し、AIとロボットの融合を

通じて、フィジカルAIの普及と進化をリードしていきます。
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２　財務方針の堅持

当社は、「（２）重視する経営指標」の通り、ソフトバンクグループ㈱のLTVを金融市場の平時は25％未満、異

常時でも35％を上限として管理するとともに、２年分の社債償還資金以上の手元流動性を確保することを財務方針

として掲げています。2026年３月期においては、OpenAIへの大型投資に加えて、Ampere買収を行いましたが、2026

年３月期末のLTVは資産の資金化や保有株式価値の上昇により2025年３月期末から改善し、手元流動性も2025年３

月期末と同水準を維持しました。

2027年３月期においても、引き続きAIの進化を加速させるために積極的に投資を行っていく予定であり、その中

でも最大の投資案件は2026年２月に決定したOpenAIへの300億米ドルの追加出資です。本追加出資に必要な資金の

調達を主な目的として同年３月に総借入限度額400億米ドルのブリッジファシリティ契約を締結しました。2027年

３月期は、本ブリッジファシリティの長期資金への借り換えや返済に優先的に取り組んでいきます。上記の財務方

針に沿ってLTVを適切にコントロールしつつ、資産の資金化や負債調達も活用し、これらの対応を着実に進めてい

きます。

 

サステナビリティの推進

当社は、社会の持続的な発展と当社の中長期的な成長の両立を実現するために、企業活動においてサステナビリ

ティを推進することが重要だと考えています。こうした考えの下、サステナビリティに関するリスクおよび機会を

認識した上で、それぞれのリスクの軽減と機会の追求に取り組んでいます。

当社は、優先して取り組むべきサステナビリティに関する重要課題（マテリアリティ）を特定し、特に優先度の

高い(a)責任あるAI、(b)気候変動、(c)人的資本について目標・アクションプランを設定した上で、継続的に取り

組み、その状況をモニタリングしています。

 

※１　保有株式価値および調整後純有利子負債は、いずれもアセットバック・ファイナンスにおける満期決済金額

または借入金を除く。また、調整後純有利子負債の算出からは、当社のうち、上場子会社であるソフトバン

ク㈱（同社子会社を含む）およびArm、ならびにSVF１、SVF２、LatAmなど独立採算で運営される事業体に帰

属する有利子負債および現預金等（債券投資を含む）を除く。

※２　出所：OpenAIブログポスト（2025年３月31日付および2026年２月27日付）
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事業等のリスク

　本発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）現在において、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある

主要なリスクは、以下の通りです。これらのリスクが顕在化した場合には、

・NAV（Net Asset Value：保有株式価値－調整後純有利子負債で算出（注１））

・LTV（Loan to Value：調整後純有利子負債÷保有株式価値で算出（注１）。保有資産に対する負債の割合）

・財政状態および経営成績

・ソフトバンクグループ㈱の分配可能額

に悪影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクは、当社における全てのリスクを網羅しているものではなく、加

えて、その対応策が十分に奏功する保証もありません。なお、将来に関する事項については別段の記載のない限り、本

発行登録追補書類提出日（2026年６月５日）現在において判断したものです。

（注１）保有株式価値および調整後純有利子負債は、いずれもアセットバック・ファイナンスにおける満期決済金額ま

たは借入金を除く。また、調整後純有利子負債の算出からは、当社のうち、上場子会社であるソフトバンク㈱

（同社子会社を含む）およびArm、ならびにSVF１、SVF２、LatAmなど独立採算で運営される事業体に帰属する

有利子負債および現預金等（債券投資を含む）を除く。

 

（１）グループ全体

当社は、戦略的投資持株会社であるソフトバンクグループ㈱が、子会社・関連会社および投資先（以下「投資

先」）を統括するマネジメント体制の下、ASIの実現に不可欠な分野で積極的に投資・事業活動を行っています。

当社の事業遂行における主要なリスクは、以下a～eに記載する通りです。

加えて、ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業、ソフトバンク事業、AIコンピューティング事業における主要

なリスクについては、それぞれ「（２）ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業」と「（３）ソフトバンク事業」

「（４）AIコンピューティング事業」をご参照ください。

 

a．投資活動全般

（a）市場環境

当社は、AIに関連した情報・テクノロジー企業を中心に投資していますが、これらの企業に対する評価は技

術進歩や市場規模の成長見通しによって大きく変動することがあります。したがって、当社の保有株式価値

も、マクロ経済や金融政策、株式市場の動向などに加え、こうしたセクター特有の要因によっても影響を受け

る可能性があります。また、非上場の投資先は、ベンチャー・キャピタル市場や新規株式公開市場の動向にも

影響を受けます。

特に、Arm株式は当社の保有株式価値に占める割合が高いため、株価の変動は当社の保有株式価値へ大きな

影響を与えます。なお、Armは連結子会社であるため、株価の変動は当社の財政状態および経営成績に影響を

及ぼすことはありません。

また、当社は外貨建て資産・負債の保有に伴い、為替変動の影響を受ける可能性があります。

なお、当社は、市場変動の影響に備えるべく、安定的な財務運営を目指しています。詳細は、上記「経営方

針、経営環境及び対処すべき課題等、（４）経営環境および優先的に対処すべき課題　２　財務方針の堅持」

をご参照ください。

 

（b）国際情勢や規制の動向

当社は、日本だけでなく、米国、中国、インド、欧州・中南米諸国などの海外の国・地域に展開する企業等

に投資しているため、これらの国・地域における政治・軍事・社会情勢の変化および法令・規制・制度など

（以下「法令等」）の新設・強化（解釈や運用の変更を含みます。）により、当社の投資活動や投資先の事業

活動が期待通りに展開できない可能性があります。法令等には、投資に関するもの以外に、AI、半導体、デー

タセンター、エネルギー、通信サービス、インターネット広告、イーコマース、金融・決済、自動運転、ロ

ボット、ロジスティクスなどの事業やその他の企業活動に関するもの（事業許認可、国家安全保障、輸出入、

個人情報・プライバシー保護、環境、製造物責任、公正な競争、消費者保護、贈賄禁止、労務、知的財産権、

マネー・ロンダリング防止、租税、為替に関するものを含みますが、これらに限りません。）が含まれ、当社

の投資活動や投資先の事業活動は、これらの法令等の影響を直接または間接的に受けます。昨今、中東情勢、

米中対立の激化、ロシア・ウクライナ情勢などを背景に、世界各国において国家安全保障の観点からの規制強

化の動きも見られます。例えば、特定の国・企業に対する投資を制限する法令等の導入により、当社の投資活

動が制約される可能性があるほか、投資回収の遅滞、投資回収における条件の悪化などが起こる可能性があり

ます。また、各国において、特定の先端技術やその関連製品に対する輸出管理の強化や関税政策の変更に向け

た動きも見られます。こうした地政学リスクの高まりにより、さらなるサプライチェーンの分断や、特定の製

品・技術に関する輸出入の制限、貿易コストの上昇が生じた場合、投資先の事業や業績が悪影響を受ける可能

性があります。
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加えて、当社の投資活動に関係各国の規制当局からの承認等が必要となる場合や、投資先への関与に制約が

加えられる場合があります。必要な承認等が得られないなど制約を回避できない場合には、当社の期待通りに

投資や売却を実行できない可能性があります。

なお、当社は、外部のアドバイザーからの助言を受けながら、これらの外部環境の変化に関する情報収集を

行い投資活動に及ぼす影響を検討するとともに、それぞれの規制に対応するよう努めています。また、投資

ポートフォリオにおける特定の国・地域、業種への集中度を継続的に監視することなどにより、リスクを把握

し経営判断に反映しています。

 

（c）投資先の事業展開

当社は、AIに関連した情報・テクノロジー企業を中心に投資を行い、中長期的視点から投資成果を最大化す

ることを目指していますが、投資先のテクノロジーやビジネスモデルの陳腐化、競争環境の激化などにより、

投資決定時に想定した通りに投資先が事業を展開できず、業績が大幅に悪化したり、事業計画の大幅な見直し

を迫られたりする可能性があります。また、投資先が想定通りに事業を展開できない場合、当社は、投資先の

株式価値の向上に必要と判断すれば、投資先に対し融資や債務保証、追加出資などを行うことがあり、その場

合には、当該投資先に対するエクスポージャーが増加することになります。ただし、当社は救済のみを目的と

した投資等は行わないことを基本方針としています。

なお、当社は、投資実行後も、投資先の財務・経営情報や重要な経営指標、投資決定時の事業計画と実際の

進捗の差異、コーポレート・ガバナンスの状況など、主なリスク要因を継続的に監視し、必要に応じて投資先

の経営改善のための助言や、役員の派遣などを行っています。

 

（d）投資判断

当社は、投資の意思決定において、対象企業のテクノロジー、ビジネスモデル、競争環境、財務内容、法令

遵守、ガバナンスまたは重要な影響力を持つ創業者や経営者の資質などに関するリスクを見誤ったまま投資判

断を下す可能性があります。特に非上場企業においては、当社が投資判断の基礎とした情報の透明性、正確

性、完全性が十分ではない可能性が相対的に高くなります。

なお、当社は、投資判断プロセスにおいて、社内関係部門による調査・検討に加え、必要に応じて外部の財

務・法務・税務アドバイザーなどの協力を得ながら、対象企業の重要項目についてデュー・デリジェンスを実

施し、投資に係るリスクを把握するよう努めています。それらの検討結果を踏まえて、ソフトバンクグループ

㈱の取締役会、取締役会から権限を委譲された投融資委員会、またはファンド運営子会社の投資委員会で投資

判断を下しています。

 

b．資金調達

当社は、金融機関からの借入や社債のほか、保有資産を活用した資金調達（アセットバック・ファイナン

ス）、保有資産の売却などの多様な調達手段を活用しています。

金融機関からの借入や社債については、金利変動や信用格付けの変更などにより調達環境が悪化した場合、資

金調達を予定した時期・規模・条件で行えない可能性があります。また、これらの債務には、各種コベナンツが

付されていることがあり、抵触した場合、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。さらに、

それに伴い、その他の債務についても一括返済を求められる可能性があります。

Arm株式などをはじめとした上場および非上場株式を活用したアセットバック・ファイナンス（株式先渡売買

契約を除きます。）については、対象となる保有株式の価値が下落した場合に、追加で現金担保の差し入れが必

要となる可能性や期限前の返済義務が発生する可能性があることに加えて、新たな資金調達やリファイナンスに

支障が生じる可能性があります。

保有資産の売却による資金調達については、市場流動性の低迷、市場ボラティリティ、契約上の売却制限、予

定していた新規株式公開の遅延などにより、必要な時期に想定した価格で売却できない可能性があります。

なお、当社は、資金調達に係るリスクをコントロールするため、市場環境を注視した上で適切と考える時期、

手法で資金調達を実施しています。特に金融機関からの借入、社債の発行やアセットバック・ファイナンスの実

施にあたっては、様々なシナリオを想定した事前の検討・対応を行うことで各資金調達の安定性を高めていま

す。こうした対応により、財務方針に基づき十分な手元流動性を維持することに努めています。
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c．経営陣

当社の主要な子会社はそれぞれのCEOなどの下で、投資ファンドは後述のファンド運営子会社のCEOの下で、い

ずれも自律的に運営を行っていますが、当社の経営において中心的な役割を担っている代表取締役　会長兼社長

執行役員　孫　正義に不測の事態が生じた場合には、当社の活動全般に支障が生じる可能性があります。

このような不測の事態が発生した場合における意思決定プロセスへの影響を最小限に留めるため、コンティン

ジェンシープランを策定しています。また、指名報酬委員会において、サクセッションプランについても定期的

に議論しています。

 

d．OpenAIへの投資

2026年３月末現在、当社はSVF２を通じてOpenAIに対し累計346億米ドルの投資を行いました。加えて、2026年

２月にOpenAIへの300億米ドルの追加出資を決定し、本追加出資に必要な資金の調達を主な目的として同年３月

に総借入限度額400億米ドルのブリッジファシリティ契約を締結しました。2027年３月期は、本ブリッジファシ

リティの長期資金への借り換えや返済に優先的に取り組んでいく方針ですが、市場環境などさまざまな影響によ

り、想定通りに行えない可能性があります。

AI分野では技術革新が急速に進展し、競争環境も激化しているほか、OpenAIの事業にはさまざまなリスクが存

在します。例えば、優秀な技術人材の確保・定着や利用者数の拡大が十分に図れない、想定通りの時期や水準で

収益を確保できない、大規模な計算能力および半導体の確保に関する長期契約に伴う負担が増大する、係争中の

訴訟の結果による金銭的負担やレピュテーションへの影響が生じる、などのリスクを伴います。これらのリスク

が顕在化した場合には、同社の事業展開や競争優位性、企業価値に影響を及ぼす可能性があり、当社の保有株式

価値に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社はOpenAIの少数株主であるため、同社の事業戦略や意思決定に対する影響力は限定的であり、当社

が最も有益であると考える戦略がOpenAIの経営陣によって採用される保証はなく、さらに、戦略的または業務上

の意思決定において、OpenAIが掲げる公共の利益というミッションが株主価値の最大化に優先されるおそれがあ

り、その結果、当社の投資家としての利益と相反する可能性があります。

さらに、将来的に同社が株式公開を行おうとする場合には、市場環境や規制動向などにより、当社または同社

の想定通りの時期または条件で実現しない可能性や株式公開自体が実現しない可能性があります。この場合、同

社の資金調達に影響を及ぼし、資金繰りが悪化する可能性があるほか、当社の保有株式価値や資金化の時期に影

響を及ぼす可能性があります。

なお、当社は、投資実行後も、財務・経営情報や重要な経営指標、投資決定時の事業計画と実際の進捗の差異

など、同社の主なリスク要因を継続的に監視しています。

 

e．AIインフラ

当社は、2025年１月、OpenAIのために米国内で新たなAIインフラを構築する「Stargate Project」をOpenAIな

どと共同で発表しました。その一環として、2026年１月には当社子会社のEnergy GlobalがOpenAIと戦略的パー

トナーシップを締結し、テキサス州ミラム郡における1.2GW規模のAIデータセンター計画において、電力・通信

接続設備などを備えたデータセンター用の建屋（パワードシェル）の建設を進めています。

さらに、2026年３月、米国エネルギー省（DOE）および米国商務省（DOC）は、当社、Energy GlobalおよびAEP

Ohio（米電力大手American Electric Power Company, Inc.傘下の地域電力会社）とともに、オハイオ州パイク

トンの「PORTS Technology Campus」において10GW規模の発電設備と10GW規模のAIデータセンターを開発する官

民連携プロジェクトを発表しました。このうち9.2GW規模の発電設備の整備計画は、日米政府間の合意に基づく

総額5,500億ドル規模の「戦略的投資イニシアティブ」の対象の一つです。

当社は、これらのプロジェクトに多額の資金を要することを踏まえ、外部資金を活用することで自己資金負担

を抑制しつつ、AIの活用拡大を支えるインフラの構築を推進する方針です。しかしながら、外部資金を予定した

時期・規模・条件で確保できない場合や、その他さまざまな要因により、当社の想定通りに進まない可能性があ

ります。
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（２）ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業

SVFは、主にAIを活用した成長可能性が大きいと考えるテクノロジー企業への投資を目的としたファンドであ

り、ファンドの存続期間の中でリターンを最大化することを目指しています。ソフトバンクグループ㈱は、各投資

ファンドにリミテッド・パートナーとして出資を行っており、また、各投資ファンドを運営する当社100％子会社

（SVF１を運営するSBIAおよびSVF２とLatAmを運営するSBGA、以下「ファンド運営子会社」）は、各投資ファンド

の事業活動に応じて管理報酬、業績連動型管理報酬および成功報酬を受け取ります。

SVFを通じた投資やその運営における主要なリスクは、以下のa～dに記載する通りです。なお、本（２）におい

て、「投資先」はSVFの投資先を意味します。

 

a．投資先の事業展開

多くの投資先は、AIや大規模で複雑なデータセットなどの新技術を活用し、従来にはない新たなビジネスモデ

ルの実現を目指しています。このような企業が、計画通りに事業を展開し、利益の獲得や強固な事業基盤の確立

を果たすには様々なリスクを伴います。例えば、技術の開発やビジネスモデルの実現を想定通りに進められず顧

客や市場に合致する商品・サービスを継続的に提供できない、採算性がないため事業基盤の維持や技術開発に必

要な費用を十分に確保できない、最新の技術を持つ他の新規参入企業や経営基盤の強固な既存企業との競争に敗

れる、事業のスケーラビリティを確保できない、事業・地域の多角化への対応や経済・事業環境の変化への対応

ができない、広告宣伝活動や営業人員の確保などの顧客獲得費用が計画を大幅に上回り利益を確保できない、複

雑化する各国・地域のデータ保護やAI規制に対応できないまたは対応コストが増加する、などのリスクがありま

す。

また、国家安全保障における先端技術の戦略的重要性は近年高まっており、米中関係の悪化などを背景とし

て、各国における規制が強化される可能性があり、その結果投資先の事業展開や期待する投資リターンに悪影響

を及ぼす可能性があります。

さらに、事業展開に必要な資金を確保するに当たり、資金調達環境が悪化した場合には、想定していた条件で

資金調達ができず、事業成長を損なう大幅なコスト削減や、当社持ち分の希薄化を伴う資金調達を余儀なくされ

る可能性があります。

なお、ファンド運営子会社では、投資承認プロセスや投資後の継続的なモニタリングを通じて、独立した投資

リスク部門が中心となり、これらのリスクの早期の把握と軽減に努めています。

 

b．投資におけるエグジット機会の不足

SVFの保有株式等は、その投資規模や流動性の低さに加え、経済、法律・規制、政治などの要因による影響も

受けるため、当初の計画通りに資金化できない可能性があります。さらに、契約またはその他の制約により、

SVFは特定の株式等の売却を一定期間禁止される場合があり、想定通りの時期または有利な市場価格で売却でき

ない可能性があります。

なお、エグジット戦略はファンド運営子会社の投資委員会において重要な検討事項となっており、慎重な議論

を重ねた上で承認されます。エグジット戦略は、投資部門が継続的に見直し、更新するとともに、投資リスク部

門がそれに対し様々な市場環境を想定したストレステストを実施しています。景気後退の可能性や、エグジット

に時間を要する投資がありうることを想定し、SVFは存続期間が長期に設定されています。

 

c．保有する上場株式等

SVFの投資ポートフォリオには上場株式等が含まれています。これらの資産の保有には、投資先に関する情報

の開示義務の増加、当該株式等の処分におけるSVFの裁量に対する制限、投資先の役員および取締役（ファンド

運営子会社の従業員である場合を含みます。）に対する投資先株主からの訴訟提起およびインサイダー取引や利

益相反の告発の可能性の増加、などのリスクを伴います。また、これらのリスクに対応する費用が増加する可能

性があります。

なお、ファンド運営子会社は、計画的に上場株式等を売却する仕組みを構築しており、市場への影響を最小限

に抑えつつ、売却額の最大化に努めています。また、米ドルに対する為替レートが不安定な通貨建ての株式等の

為替リスクをヘッジする必要性について検証しています。

さらに、SVFが上場株式等を管理する上で発生する業務運営上のリスクやコンプライアンスリスクは、ファン

ド運営子会社のオペレーション、コンプライアンス、リスク管理の各部門が関与するコントロール・フレーム

ワークを通じて管理されており、これにはポリシー、社員研修、社内通報制度、取引相手の確認などの取引承認

プロセス、および取引後のモニタリングが含まれます。
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d．人材の確保・維持

ファンド運営子会社は、受託者責任に基づき投資ファンドの保有株式価値の最大化を目的として、投資先を慎

重に選定することに加え、投資後の成長を促す様々な支援を行います。このような取り組みの成功には、投資事

業、テクノロジーおよび金融市場に関する幅広い専門的知見を有する有能な人材の確保・維持が不可欠です。

ファンド運営子会社が柔軟な業務遂行を可能にする体制を維持できない、または有能な人材を十分に確保・維持

することができない場合には、運営する投資ファンドの投資規模の維持・拡大や将来の投資成果に悪影響を及ぼ

す可能性があります。

なお、ファンド運営子会社は、投資・運用に求められる多様なノウハウを維持すべく、定期的な人事評価や組

織の見直しに加え、研修や能力開発、スタッフが潜在能力を最大限に発揮できるよう行われる社内異動に至るま

で、様々な人材サポートプログラムを提供しています。

 

（３）ソフトバンク事業

ソフトバンク㈱およびその子会社（以下「ソフトバンク㈱グループ」）は、コアビジネスである通信事業に加

え、「Yahoo! JAPAN」、「LINE」、「PayPay」などのサービスを提供しており、情報・テクノロジー領域のさまざ

まな分野でビジネスを展開しています。ソフトバンク㈱グループにおける主要なリスクは、以下のa～fに記載する

通りです。

 

a．市場環境の変化、他社との競合

通信関連市場において、ソフトバンク㈱グループは消費者の志向に合ったサービス・商品・販売方法を導入し

ていますが、料金プランや通話・データ通信の品質等の面で消費者の期待に沿えない場合やソフトバンク㈱グ

ループが提供するサービス・商品に重大な瑕疵が存在した場合、ソフトバンク㈱グループの競争力が低下する可

能性があります。また、法令・規制・制度などの制定、改正または解釈・適用の変更等により、ソフトバンク㈱

グループが顧客に提供できるサービス・商品・販売方法および料金プラン等が実質的な制約を受け、収入の減少

や金銭的負担の発生・増加が起きる可能性があります。

ソフトバンク㈱グループの競合他社は、資本力、商品・サービス、技術開発力、価格競争力、顧客基盤、営業

力、ブランド、知名度およびこれらの総合力などにおいて、ソフトバンク㈱グループより優れている場合があり

ます。競合他社がその優位性を現状以上に活用して商品やサービスの販売を強化した場合、ソフトバンク㈱グ

ループが価格競争を含む販売競争で劣勢に立たされ、顧客を維持・獲得できない、またはARPU（１契約当たりの

月間平均収入）が低下すること等により、収益性が低下する可能性があります。また、新興企業や新規参入者の

商品・サービスがソフトバンク㈱グループの商品・サービスに対する競合となる可能性があるほか、ソフトバン

ク㈱グループが競争優位性を維持・確保するために、新規商品・サービスの開発や販売促進等に係る費用が増加

する可能性があります。

ソフトバンク㈱グループは、重複する経営資源の効率化、意思決定の迅速化や事業間におけるより大きなシナ

ジーの創出などを目的として、ソフトバンク㈱グループ内部において再編を行う場合があります。しかし、期待

した再編の効果を十分に発揮できない場合や少数の経営陣に権限が集中する場合、展開するサービスの連携の不

調・遅れ、戦略やシナジーへの悪影響、再編に伴う混乱、ガバナンスの不全などの問題が発生する可能性があり

ます。

 

b．技術・ビジネスモデルへの対応

ソフトバンク㈱グループは、技術やビジネスモデルの移り変わりが早い情報産業を主な事業領域としていま

す。特に生成AIやAIエージェントに関する技術の分野の発展は目覚ましく、既存のビジネスモデルに大きな影響

を与えています。ソフトバンク㈱グループは、常に、最新の技術動向や市場動向の調査、技術的優位性の高い

サービスの導入に向けた実証実験、および他社とのアライアンスの検討などの施策を講じていますが、新たな技

術への対応が想定通りの時間軸に沿って進むこと、想定通りの効果を上げること、共通の基準や仕様が確立する

こと、および商用性を持つようになることについての保証はなく、また、これらの施策を行ったとしても、新た

な技術やビジネスモデルの出現を含む市場環境の変化にソフトバンク㈱グループが適時かつ適切に対応できず、

または迅速かつ効率的に設備を配備できないことにより、市場変化に適した優れたサービス、技術やビジネスモ

デルを創出または導入できない可能性があります。その場合、ソフトバンク㈱グループのサービスが市場での競

争力を失い、ソフトバンク㈱グループが維持・獲得できる契約数が抑制される、またはARPUが低下する可能性が

あります。
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c．情報の流出や不適切な取扱いおよびソフトバンク㈱グループの提供する商品やサービスの不適切な利用

ソフトバンク㈱グループは、事業を展開する上で、顧客情報（個人情報を含みます。）やその他の機密情報を

取り扱っています。ソフトバンク㈱グループは、情報セキュリティ管理責任者の設置や役職員へのセキュリティ

教育・訓練をはじめ、適切に情報資産を保護・管理するための体制構築を図っていますが、ソフトバンク㈱グ

ループ（役職員や委託先の関係者を含みます。）の故意・過失、または悪意を持った第三者によるサイバー攻

撃、ハッキング、コンピューターウイルス感染、その他不正アクセスなどにより、これらの情報の流出や消失な

どが発生する可能性があります。

また、ソフトバンク㈱グループの提供する商品やサービスが詐欺等の犯罪に不正に利用された場合、ソフトバ

ンク㈱グループの信用および信頼の低下を招く可能性があります。

こうした事態が生じた場合、ソフトバンク㈱グループの信頼性や企業イメージが低下し顧客の維持・獲得が困

難になるほか、競争力の低下や、損害賠償やセキュリティシステム改修のために多額の費用負担が発生する可能

性があります。

なお、特に主要な関係会社であるLINEヤフー㈱においては、同社が2023年11月27日に公表した不正アクセスの

事案に関し、総務省および個人情報保護委員会への報告を行い、行政指導および勧告を踏まえて推進していた再

発防止策は、2026年３月末をもって、システム基盤を共有していた関係会社等とのシステム・ネットワークの分

離、LINEヤフー㈱の環境における全体的な多要素認証の導入、業務委託先の管理高度化等の主要な技術的・組織

的対策の実装を完了し、定常的・継続的な運用フェーズへと移行しています。また、2024年11月に同社が提供す

るサービスである「LINEアルバム」においてアルバムのサムネイル画像に他の利用者の画像データが紛れ込むと

いう不具合が発生し、2025年３月28日に総務省より行政指導を受けました。同社は、再発防止策を講じるととも

に、総務省への報告を完了しています。さらに、LINEヤフー㈱としての組織再編以降、同社およびそのグループ

会社においては、グループ全体のデータガバナンスが円滑かつ適切に機能するよう体制を整備し、継続的にその

強化に取り組んでいます。一方、昨今のサイバー脅威動向においては、ランサムウェア等による被害が深刻化し

ており、2025年10月にLINEヤフー㈱の連結子会社であるアスクル㈱において、ランサムウェア攻撃に起因するシ

ステム障害により一部事業活動に影響が生じました。LINEヤフー㈱およびグループ会社では、こうした新たな脅

威環境とグループ会社において発生した事案を重く受け止め、従来のセキュリティの取り組み全般に加え、ラン

サムウェア等の攻撃によるシステム停止を想定したデータの保全や、実効性のある復旧手順の検証をはじめとす

る対策を重点的に推進しています。しかし、LINEヤフー㈱およびそのグループ会社におけるこれらの取り組みな

らびにソフトバンク㈱によるグループガバナンス上の対応が適切ではない、または十分ではないと判断された場

合、ソフトバンク㈱グループの信用の毀損、ソフトバンク㈱グループのサービスへの需要の減少等により、ソフ

トバンク㈱グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。

 

d．業務の委託

ソフトバンク㈱グループは、提供する各種サービス・商品に係る販売、顧客の維持・獲得、通信ネットワーク

の構築およびメンテナンス、ならびにそれらに付随する業務の全部または一部について、他社に委託しているほ

か、情報検索サービスにおいて他社の検索エンジンおよび検索連動型広告配信システムを利用しています。ソフ

トバンク㈱グループは、サプライチェーン上のリスクの低減に努めていますが、業務委託先（役職員や関係者を

含みます。）がソフトバンク㈱グループの期待通りに業務を行うことができない場合や、顧客に関する情報の不

正取得や人権侵害等に関連する問題を起こした場合、ソフトバンク㈱グループの事業に影響を及ぼす可能性があ

ります。

また、上述のような事象により当該業務委託先の信頼性や企業イメージが低下した場合には、ソフトバンク㈱

グループの信頼性や企業イメージも低下し、事業展開や顧客の維持・獲得に影響を及ぼす可能性があります。こ

のほか、当該業務委託先において法令などに違反する行為があった場合、ソフトバンク㈱グループが監督官庁か

ら警告・指導を受けるなど監督責任を追及される可能性があるほか、ソフトバンク㈱グループの信頼性や企業イ

メージが低下し顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。
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e．関連システムの障害などによるサービスの中断・品質低下

ソフトバンク㈱グループでは、通信ネットワークや顧客向けのシステム、「Yahoo! JAPAN」、「LINE」、

「PayPay」をはじめとする各種サービスを提供しています。これらサービスにおいて、人為的なミスや設備・シ

ステム上の問題（自然災害など予測困難な事情に起因するものも含みます。）、第三者によるサイバー攻撃、

ハッキングその他不正アクセスなどに起因して各種サービスを継続的に提供できなくなること、または各種サー

ビスの品質が低下することなどの重大なトラブルが発生する可能性があります。ソフトバンク㈱グループは、

ネットワークを冗長化するとともに、障害やその他事故が発生した場合に備え、復旧手順を明確にしています。

また、障害やその他事故が発生した場合、規模に応じて事故対策本部を設置するなど、適切な体制を構築して復

旧に当たっています。これらの対策にもかかわらず、サービスの中断や品質低下を回避できず、サービスの中

断・品質低下による影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧

客の維持・獲得が困難になる可能性があります。

 

f．経済安全保障

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（以下「経済安全保障推進法」）に

基づき、2023年11月16日にソフトバンク㈱およびLINEヤフー㈱は電気通信事業における特定社会基盤事業者（基

幹インフラ事業者）に指定されました。2024年５月17日から本制度の規律が適用されていますが、ソフトバンク

㈱またはLINEヤフー㈱が経済安全保障推進法が定める国による審査に適切に対応できなかった場合、当局からの

ソフトバンク㈱またはLINEヤフー㈱に対する事業の是正や中止の勧告、命令等の行政措置、それに伴う事業の一

時停止、遅延、追加の設備投資ならびに追加の対策やコスト、ソフトバンク㈱グループの信用の毀損が生じる可

能性があります。

 

（４）AIコンピューティング事業

AIコンピューティング事業では、ArmやAmpereをはじめとする半導体関連子会社が、ASIの実現に向けて、グルー

プの半導体ビジネスの強化に取り組んでいます。Armは主に、CPU製品、コンピュート・サブシステムおよびその他

の関連製品など、高性能かつ省エネルギーなArmコンピュートプラットフォームの開発とライセンス事業を行って

います。Armは、CPU製品やその他の関連製品を、自社チップの設計を行う半導体企業やOEMなどにライセンスし、

そこで設計されたチップは、デバイスメーカーによってスマートフォン、タブレット、PC、自動車などの最終製品

に組み込まれます。Armの収益は、主に、Armのテクノロジーのライセンス収入およびライセンス先の企業がArmの

製品を含むチップを販売することにより生じるロイヤルティー収入からなります。また、Armは、より包括的で最

終市場に最適化された設計への投資、個別IPを超えたサブシステム設計の提供などを通じて、提供製品の範囲を継

続的に拡大しています。2026年３月には、「Arm AGI CPU」を通じて、同社のコンピュートプラットフォームを自

社設計シリコンチップの領域へと拡張しました。Ampereは、Armのコンピュートプラットフォームを活用し、AIコ

ンピューティング向けの高性能かつ省エネルギーなCPUの設計に特化することで、Armの設計力を補完しています。

当事業においては、Armが占める資産価値および売上高の割合が高いことから、Armに係る主要なリスクを、以下の

a～kに記載しています。

 

a．業界動向の変化

Armのテクノロジーやサービスに対する需要は、半導体およびエレクトロニクス産業の動向に大きく依存して

います。これらの産業は、変化と競争が激しい上、各世代のチップの平均販売価格がそのライフサイクルを通じ

て下落するという特徴があります。また、Armのライセンス収入も、半導体企業およびデバイスメーカーがArmの

新しい製品を採用する頻度に大きく依存しているため、これらの企業の製品に対する需要の影響を受けます。デ

バイスメーカーによる、Armベースのチップへの需要の減少は、Armの収入に悪影響を及ぼします。

Armの成功は、その製品およびサービスが、半導体企業やデバイスメーカーに受け入れられるかどうかに大き

く依存しています。市場には競合するアーキテクチャーがあり、Armの製品が市場で引き続き受け入れられる保

証はありません。

また、半導体およびエレクトロニクス産業はますます複雑化し、設計および製造コストは増加の傾向にありま

す。そのため、Armの顧客の多くは、設計自動化ツール（EDA）や設計した半導体の製造にサードパーティを利用

しています。Armはこれらのサードパーティと緊密に連携し、自社の技術とサードパーティのEDAや製造プロセス

の互換性を確保しています。しかしながら、互換性の確保が適切に行われなかった場合や、EDAや半導体設計に

関する情報へのアクセスが妨げられた場合、Armの製品に対する需要が減少する可能性があります。

なお、これらのリスクを軽減するために、Armの経営陣は定期的に戦略と長期の製品開発計画を見直し、将来

のニーズを満たす製品の開発に努めています。また、半導体やエレクトロニクス業界の多くの顧客や企業と連携

することで、状況の変化を察知し、適切な対応を図る体制を整えています。
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b．競合

Armは、他社との競争に加え、設計および製造技術の進歩、ソフトウエア開発の効率性、エンドユーザーの

ニーズや業界標準の変化、頻繁な新製品の導入やアップグレードなど、変化の激しい事業環境に晒されていま

す。x86のような確立された技術や、RISC-Vのような無償のオープンソースの技術など、既存および新規の市場

参加者との競合が今後も継続すると予想されます。加えて、「Arm AGI CPU」のような自社設計シリコンチップ

へ参入し、提供する製品を拡大したことにより、Armの重要な顧客などとの間で対立が生じる可能性がありま

す。さらに、ArmがIPライセンスを提供してきた顧客の多くは、特定の市場においてArmと直接競合する可能性が

あります。

Armの競合他社が、開発・広告宣伝・販売により多くの経営資源を投入することで、価格、顧客対応、性能、

品質の面でより優れた製品・サービスを提供した場合、Armは競争上の優位性を確保するため、相当規模の経営

資源の投資が必要となる可能性があります。

なお、Armは、主要な半導体企業と密接に連携し、リスクの軽減に努めています。Armは、Armベースのチップ

の構築や適合するソフトウエア開発の知識を持つ多くのエンジニアからなるエコシステムを確立しており、それ

に投資することで、様々なArmベースのチップの開発・維持コストのさらなる削減に努めています。

 

c．新製品の開発およびビジネスモデルの変更

競争力を維持するため、Armは、顧客の要望や市場機会に対応し、既存の製品・サービスの強化や、新しい製

品・サービスの創造、開発を継続することが不可欠です。そのため、Armは経営資源を投入し、新規市場の開拓

や、さまざまな最終市場における既存および潜在顧客に向けて、新たな製品やソリューションを検討していま

す。これには、ArmのIPだけでなく、コンピュート・サブシステム、チップレット、およびエンド・チップ・ソ

リューションなど、IP設計を超えたソリューションも含まれます。さらに、Armは新製品の実現可能性の検討お

よび開発に向けて、引き続き経営資源を配分するとともに、エコシステムパートナーとの連携を進めていく方針

です。しかしながら、こうした新規市場への参入や新たなソリューションの提供は、さまざまな要因により成功

しない可能性があります。

例えば、新規市場への参入や新たな製品やソリューションを提供する企業と同様に、Armも、すでに確立され

た地位を持つ企業、長年にわたる顧客関係やブランド認知度を有する企業、またはArmよりも多くの経営資源を

投入している企業との競争に直面します。また、Armの顧客が従来のArmのIPを引き続き自社製品やソリューショ

ンへ組み込むことを望む場合、Armが提供する統合的なコンピュート製品は、想定した時期に採用されない、ま

たは全く採用されない可能性もあります。さらに、「Arm AGI CPU」のような自社設計シリコンチップへの参入

などによる提供製品の拡大や、それ以外の製品・サービスの変更により、重要な顧客などとの間に対立またはそ

の懸念が生じた場合、これらの顧客などは、Armとの関係を解消または大幅に縮小し、代替アーキテクチャーや

競合他社の製品を使用する可能性があります。

Armによる自社設計シリコンチップへの参入は、従来のIPライセンス事業とは大きく異なり、製造・サプライ

チェーンおよび在庫に関する新たなリスクを伴います。これらには、サードパーティのファウンドリパート

ナー・受託生産会社への依存、製造欠陥や品質問題が生じる可能性、多額の初期投資や購入義務、在庫管理上の

課題、サプライチェーンへの依存およびその混乱、原材料価格の変動、ならびに運転資本の増加が含まれます。

加えて、Armは、専門性を有するエンジニアなどの人材の採用、または同様の専門性を有する企業の買収を行

う可能性がありますが、想定した時期に、または想定した条件で実施できない可能性があります。さらに、新た

な製品やソリューションに係る研究開発プロジェクトについて、Armが必要な専門性や財務資源などを十分に有

していない場合、Armは当社またはサードパーティと提携する可能性がありますが、当社またはサードパーティ

が必要な経営資源を投入する保証はなく、Armおよび顧客の期待を満たす保証もありません。

また、Armは、競争力を維持するために、製品やサービスの価格、顧客との取引の仕組みや条件、またはビジ

ネスモデルを変更する可能性があります。これらの変更が顧客に受け入れられる保証はありません。そのような

場合、Armは想定した金額や時期で収益を得られない、または全く収益を得られない可能性があります。

加えて、ビジネスモデルの変更後において、将来締結される契約の数や金額の増加が従来と同じようには実現

しない、または全く実現しない可能性があり、その結果、Armの収入が予想を下回る可能性があります。さら

に、新しいビジネスモデルの導入は、顧客にとってArmの製品の魅力を低減させてしまうなど、想定通りの結果

を得られない可能性があります。

なお、これらのリスクを軽減するため、Armは新しいビジネスモデルに関して、主要な変更を実施する前に顧

客と十分な議論を行うなど、広範な検討を実施し、リスクの特定と対応に努めています。
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d．研究開発

Armは、競争力を維持するため、市場参加者による次世代技術の採用が進む中で、新製品や応用分野を継続的

に創造・開発し、既存の製品やサービスを強化する必要があります。また、進化する市場のニーズに対応するに

は、適切な人員や開発技術など、研究開発に必要な経営資源を十分に確保・維持することが、Armの持続的な成

功にとって不可欠です。しかし、Armの資源確保が不十分である可能性や、誤った将来需要の見通しに基づいて

研究開発を進める可能性があります。

なお、これらのリスクを軽減するために、Armの経営陣は研究開発の資源配分について定期的に見直しを行っ

ています。

 

e．顧客の集中

Armの収益の大部分は少数の主要顧客に依存しており、これらの主要顧客の事業の動向に影響を受ける可能性

があります。

なお、Armは、毎年複数のプロセッサーを開発することで、特定の顧客がArm製品の導入を見送った場合の影響

の軽減に努めています。

 

f．世界経済の動向

Armは、世界経済の悪化、政治情勢の不安定化、地政学的混乱、制裁や輸出管理規制など、コントロールでき

ないリスクの影響を受ける可能性があります。こうした地政学的および経済的要因を背景に、特定の国がエンド

ツーエンドのアーキテクチャーの管理をより一層求め、アーキテクチャーの細分化ならびにグローバルなアーキ

テクチャーの役割の低下が生じることで、世界の半導体市場の細分化が起きる可能性があります。その結果、

Arm製品の世界市場にも影響を及ぼす可能性があります。これにより地域ごとの多様な製品をサポートするため

の費用の増加や、Arm製品を使用しなくなった地域における収益の減少、新規市場における将来のライセンス収

入の機会損失につながる可能性があります。

なお、Armは、規制当局に対する働きかけや、将来の顧客ニーズに即した製品開発を行うために戦略の見直し

を行うことで、これらのリスクの軽減に努めています。

 

g．中国への依存

Armの中国関連市場での収益の大部分は、Arm China（注２）とのIPライセンス契約を通じて得られており、そ

の大半は、中国の半導体企業およびOEM、ならびに中国向けに半導体や最終製品を輸出する中国以外の半導体企

業およびOEMによるものです。Armは、Arm Chinaとの関係が今後も継続し、同社を通じた収益が中国関連収益の

大部分を占めるとともに、全体収益においても一定の割合を占める状況が継続すると見込んでいます。Armが、

Arm Chinaとの取引関係・中国関連市場の収益を維持できない場合、中国における新規および既存の市場へのア

クセスが閉ざされる場合、新規事業での成長の遅れまたは中国における市場シェアが低下する場合には、Armの

業績や競争力に悪影響を与える可能性があります。

中国は半導体産業の収益のうち重要な部分を占めています。しかし、貿易や国家安全保障政策、債務残高の継

続的な増加などにより中国経済は不確実性が高く、中国の半導体産業および関連産業の短期的な成長見通しは、

不透明な状況にあります。このような状況が長期化する場合、Armに悪影響を及ぼす可能性があります。

また、米国および中国政府による貿易政策や国家安全保障政策を含む規制および法的措置により、Armの中国

でのビジネスおよび中国の顧客やサプライヤーとの取引は現在すでに一定の制約を受けていますが、今後も取引

が制約される、または禁止される可能性があります。

なお、これらのリスクを軽減するために、Armは、米中における政策の動向を的確かつ迅速に把握することに

努めています。また、Arm Chinaにおける収益見通しやライセンス契約を定期的にレビューすることで、中国市

場の動向をモニタリングするとともに、その対応に努めています。

（注２）Arm Chinaは、ソフトバンクグループ㈱の子会社であるAcetone Limitedと中国投資家による合弁会社で

す。Armはこの会社を通じて中国市場にアクセスしています。Armは、Acetone Limitedに対して議決権

を有しない10％の持分を保有しており、当該持分を通じてArm Chinaの約4.8％を間接的に保有しており

ます。
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h．訴訟、規制対応および所有する知的財産権の保護

Armの事業の成功には、その知的財産権の保護が不可欠です。Armは、その保護に当たり、主に特許権・著作

権・企業秘密・商標関連の法律や、従業員との機密保持契約、ならびに顧客などの関係者とのライセンス契約に

依拠していますが、知的財産権を保護するためのArmの措置が不十分である可能性があります。加えて、Armが希

望する特許権を取得できない、または特定の法域においては、Armが保持する知的財産に関する契約上の権利な

どが制限される可能性があります。Armがこれらに関連する法律や規制に適切に対応できない場合、および関連

する法域において知的財産権や契約上の権利を行使できない場合、Armの事業、業績、財政状態および見通しに

重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

また、特許権およびその他の知的財産権を行使するために、訴訟が必要となる場合があります。そのような訴

訟は巨額の費用が必要となる、または経営陣やエンジニアの通常業務に支障をきたす可能性があります。

Armは、事業に関連する各種の訴訟・行政・規制上の手続、クレーム、要求ならびに調査に随時関与していま

す。これらには、商取引、製造物責任、知的財産、サイバーセキュリティ、プライバシー、データ保護、競争

法、契約違反、労務・雇用、内部通報、M&Aその他に関する事項が含まれます。一例として、Armは、Qualcomm,

Inc.およびQualcomm Technologies, Inc.（両者を含めて「Qualcomm」）、Nuvia, Inc.との係争中の訴訟に関与

しています。このような訴訟の結果や、それによる現在主要顧客であるQualcommとの関係や収益への影響は不透

明です。さらに、Armは複数の法域において競争法規制の適用を受け、競争当局による調査の対象となったこと

があり、今後もその対象となる可能性があります。Armがこのような訴訟または競争当局による調査に関与した

場合、業界、Qualcommやその他の顧客などとの関係において風評被害が生じる可能性があります。

なお、Armは、関連法域における特許権、訴訟、係争事案の動向を注意深く監視することにより、これらのリ

スクの軽減に努めています。

 

i．知的財産権の侵害

Armは、第三者から知的財産権の侵害、濫用などを主張されたことがあり、今後も同様の主張がなされる可能

性があります。また、Armによる社内でのAI活用の拡大やシリコン分野への参入により、第三者の知的財産権の

侵害が生じるリスクが高まる可能性があります。Armの特許またはその他の知的財産に関する争いが生じた場

合、Armのライセンス先やその顧客が訴訟の対象となる可能性があり、Armは顧客との契約に基づき、顧客に対す

る補償を行わなければならないことがあります。なお、Armによる補償の合意は顧客の最終顧客に対する損害に

ついては対象としていません。また、顧客に対する補償には通常上限が設けられていますが、高額な費用が生じ

る可能性があります。さらに、顧客の最終顧客がArmに対して法的請求を行う可能性もあります。そのような訴

訟は、Armの経営陣および技術人材の負担が増加する、高額な費用が発生する、第三者とのロイヤルティーまた

はライセンス契約の締結を余儀なくされる、損害賠償または製品の販売が差し止められる、特許が無効となる、

顧客からのライセンス料の返還または支払いの免除を求められる、製品の設計やブランドの変更が必要となる、

などのさまざまなリスクを伴います。

なお、Armは、第三者に帰属する知的財産権を使用せずに製品を設計・実装することで（ライセンス契約によ

る恩恵があり、かつ厳密に管理された手順に沿って使用する場合を除きます）、これらのリスクを軽減していま

す。

 

j．ブランドと評判

Armのブランドと評判を維持することは、顧客、従業員、政府、サプライヤー、およびその他のステークホル

ダーとの関係において不可欠です。Armのブランドと評判は、非倫理的行動や不正、製品の品質、不適切利用お

よび安全性、法令または契約違反、内部統制の失敗、コーポレート・ガバナンスの不備、セキュリティインシデ

ント、労働災害、環境問題、違法または不適切な用途への技術の使用、営業手法、メディア報道、サプライヤー

の行為などにより影響を受ける可能性があります。また、ArmによるAI（生成AIを含みますが、それに限りませ

ん）の内部利用や、AIや機械学習に関連して、Armの取組みやArmの技術が用いられた製品の使用への懸念が生じ

た場合にも、Armの評判が損なわれる可能性があります。これらの危機やその他のブランドと評判への脅威に迅

速かつ効果的に対応できなかった場合、社会的な批判によりArmのブランドと評判が大きく棄損する可能性があ

ります。また、Arm Chinaなどの第三者の行為の責任がArmに転嫁された場合も、Armのブランドや評判が損なわ

れる可能性があります。

なお、Armは、製品の検証および妥当性確認への投資を通じて、これらのリスクの低減を図っています。ま

た、製品の欠陥やバグのリスクを低減するため、厳格な品質保証および検証・妥当性確認プロセスを設けていま

す。加えて、顧客などからのフィードバックを定期的に収集し、Armの製品や行動に対する認識の変化を把握

し、評価の低下に対して早期の対応を図る体制を維持することで、これらのリスクの軽減に努めています。
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k．輸出規制と貿易障壁

Armの本社は英国にあり、現時点において、米国、欧州、中国、インド、韓国、日本、および台湾を含む世界

中の国や地域で事業を展開しています。これらの国際的な事業活動は、政治・経済・金融情勢や、法律・規制環

境の変化による様々なリスクに晒されています。また、Armが新たな製品やソリューションへと事業領域を拡大

するに伴い、これらのリスクも変化・増大する可能性があります。

各国政府による輸出入規制により、様々な負担や製品ライセンス提供の制限が生じる可能性があります。米国

商務省が、先端半導体や他国の製品に対する輸出規制の適用範囲をさらに拡大した場合、より多くのArmの製品

が米国の輸出管理の対象となる可能性があります。さらに、米国政府がArmの顧客・取引先が拠点とする国・地

域に対して、より広範な経済制裁を導入した場合には、Armの製品ポートフォリオに影響を及ぼす可能性があり

ます。

Arm、またはその顧客が関与する国々の貿易における関係性は近年不安定な状況が続いています。米国政府は

半導体業界、特に先端コンピューティング向けの半導体チップおよび関連サービスに影響を与える制裁や輸出規

制を強化しています。これらの規制により、Armによる特定の国の組織やエンドユーザーへの製品のライセンス

提供はこれまでも制約を受けており、今後も同様の制約を受ける可能性があります。Arm製品を組み込んだチッ

プや最終製品について、特定の顧客やパートナーによる製造、出荷または受入が制限された場合には、Armとの

取引関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、Armは、米国、英国、EUの輸出管理当局と強い関係を維持し、政策や規制の動向を監視するとともに、

必要に応じて輸出許可や認可を取得することで、これらのリスクの軽減に努めています。

 

（５）その他

a．法令遵守

当社は、各国の法令等の下で投資活動を行っています。当社や投資先（役職員を含みます。）が法令等に違反

する行為を行った場合、違反の認識の有無にかかわらず、行政処分や法的措置の対象となる可能性があります。

その結果、当社および投資先の信頼性や企業イメージの低下、取引先による契約解除、金銭的負担が発生する可

能性があります。また、当社および投資先が活動を行う国・地域において、租税法令またはその解釈・運用が新

たに導入・変更された場合や、税務当局との見解の相違により追加の税負担が生じる可能性があります。

なお、当社では、法令の遵守にとどまらず、高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、全ての役職員に適用

される「ソフトバンクグループ行動規範」を定めるとともに、グループコンプライアンス体制の強化や研修など

役職員の知識や意識向上を促す取り組みを行っています。また、法令等の新設・改正に関しては、法務部門が外

部のアドバイザーからの助言を受けながら情報収集などを行っています。

 

b．知的財産権

ソフトバンクグループ㈱が保有する「ソフトバンク」ブランドが第三者により侵害された場合、ソフトバンク

グループ㈱および「ソフトバンク」ブランドを使用する子会社の企業イメージや信頼性が低下する可能性があり

ます。また、子会社および投資先が保有する知的財産権が第三者により侵害された場合、同社の事業展開や業績

に悪影響を及ぼす可能性があります。一方、当社または投資先が意図せずに第三者の知的財産権を侵害した場

合、権利侵害の差止めや損害賠償、ライセンス使用料の請求などを受ける可能性があります。

なお、事業の持続的成長を支えるソフトバンクグループ㈱のブランドの重要性に鑑み、商標権を国内外で戦略

的に確保する取り組みを行うとともに、子会社の知的財産活動・戦略の評価や子会社との知的財産に関する連携

等を行い、持株会社としてグループ全体の知的財産保護・活用も目指しています。

 

c．訴訟

当社は、株主、投資先、取引先、従業員（投資先の現在および過去の株主・従業員を含みます。）を含む第三

者の権利・利益を侵害したとして、損害賠償などの訴訟を起こされる可能性があります。その結果、当社の投資

活動に支障が生じたり、企業イメージが低下したりする可能性があるほか、金銭的負担が発生する可能性があり

ます。
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d．サステナビリティ

当社はサステナビリティに対し、本質的な取り組みを率先して実行することが重要であると考えています。し

かし、当社のサステナビリティに関する取り組みが、投資家をはじめとした社内外のステークホルダーの期待か

ら大きく乖離した場合、例えば、サステナビリティの要素が当社のガバナンス体制や経営戦略に十分に組み込ま

れていない、またはサステナビリティに関する重要課題として特定しているもののうち、特に優先度の高い「責

任あるAI」、「気候変動」および「人的資本」への取り組みが不十分な場合、投資活動および資金調達に悪影響

を及ぼす可能性があります。

また、投資先のサステナビリティに関するリスクおよび機会を十分に把握できない場合は、当社が想定した通

りに投資先が事業を展開できない可能性があります。さらに、当社の投資活動や投資先の事業活動に対するサス

テナビリティ関連規制が強化された場合は、投資スピードの鈍化や対応コストの増加が生じる可能性もありま

す。

なお、ソフトバンクグループ㈱は、当社のサステナビリティに関するリスクおよび機会を把握し、ソフトバン

クグループ㈱の取締役会で任命されたチーフ・サステナビリティ・オフィサー（CSusO）を委員長とするサステ

ナビリティ委員会において、取り組むべきサステナビリティに関する課題や対応方針等を継続的に議論するとと

もに、サステナビリティに関わる対応および情報開示を強化しています。

また、投資活動では、各投資エンティティにおいて、投資先のサステナビリティに関するリスクおよび機会を

分析し、総合的な投資評価を行っています。

 

e．情報セキュリティ

昨今の国際情勢を背景として、世界的にサイバー攻撃の脅威が一層高まっており、AIの悪用を含む攻撃手法の

高度化・巧妙化が進んでいます。当社および投資先においてサイバー攻撃、ハッキング、コンピューターウイル

ス感染、その他不正アクセスや内部不正を完全に防止できなかった場合、各種サービスの停止、情報の漏えい、

改ざん、消失またはその他の情報セキュリティ事故が発生する可能性があります。こうした事態が生じた場合、

当社および投資先の信頼性や企業イメージが低下したり、事業活動に支障が生じたりする可能性があるほか、金

銭的損失やこれらの事象に対応するための追加費用等が発生する可能性があります。

なお、当社は、ソフトバンクグループ㈱の取締役会で任命された最高情報セキュリティ責任者であるチーフ・

インフォメーション・セキュリティ・オフィサー（CISO）の下、情報セキュリティを脅かす脆弱性などのリスク

要因を特定し、リスクに応じた組織的、物理的、技術的および人的な情報セキュリティ対策を実施することで、

情報資産の保護に努めています。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
ソフトバンクグループ株式会社　本店

（東京都港区海岸一丁目７番１号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部【保証会社等の情報】
　該当事項なし
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